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1. 検討組織・協議会設置要領・構成員 

1.1. 検討組織 

 
推進協議会
＜構成員＞
会長：千葉県県土整備部次長
委員：民間団体、行政関係（千葉県、船橋市、
鎌ケ谷市）、独立行政法人都市再生機構

＜主な役割＞
・取組状況と目標達成状況の確認、評価
・再生構想、行動計画の総括及び計画の見直し
・関係者間の情報共有、交流促進

顧問

幹事会
＜構成員＞
幹事長：千葉県県土整備部河川環境課副課長
幹事：行政関係（千葉県、船橋市、鎌ケ谷市）、
独立行政法人都市再生機構

＜主な役割＞
・協議会審議事項の事前調整
・関係者間の情報共有、交流促進

事務局
千葉県県土整備部河川環境課
千葉県県土整備部葛南土木事務所
船橋市建設局下水道部下水道河川計画課
鎌ケ谷市都市建設部道路河川整備課
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1.2. 海老川流域水循環再生推進協議会設置要領、構成員 
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